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各務原市水道事業経営戦略（案）に対するパブリックコメント（意見公募） 

の実施結果について 

 

人口減少や節水傾向などにより、水道事業を取り巻く環境は年々厳しさを増していますが、水

道水を安定的に供給し続けるためには、管路の耐震化や更新、水源施設の維持改修といった施

設整備が不可欠です。現段階において水道料金改定は直ちに必要ない見込みではありますが、

計画期間中に 5％程度の改定を見込んでいます。 

見直しにあたり「各務原市水道事業経営戦略（案）」を公表し、下記のとおりパブリックコメン

ト（意見募集）を実施しました。その結果、１名の方からご意見をいただきました。いただいたご意

見と市水道事業の考えは以下のとおりです。ご意見は、趣旨を損なわない程度に要約した上で、

市水道事業の考えを示しています。 

 

■実施期間 

  令和８年４月３０日（木曜日）～令和８年５月２９日（金曜日） 

 

■意見の提出状況 

  提出者数 １名（５件） 

 

いただいたご意見と市水道事業の考え 

ご意見（１） 

【該当箇所】 4. 投資・財政計画（P20から P26） 

長期的水質改善対策（新水源開発の検討）に必要となる経費は不明であるため、今回の

経営戦略には反映されていない、ということを明示すべきではないか。 

市水道事業の考え（１） 

長期的水質改善対策については、新たな水源を整備するのか、浄水処理による PFAS対策

を継続するのか等について調査を継続しているところであり、既存施設の更新時期や水質基

準の動向を踏まえた市内全体の水道施設の再整備・最適化として検討していく段階にあるた

め、本計画には盛り込んでいません。今後、整備方針が決定次第、経営戦略に反映します。 

 

ご意見（２） 

【該当箇所】 2. 水道事業の現状と課題  2-4 事業の課題 ●ＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）

対策について（P17） 

「また、併せてその成果を水運用に反映し、新水源開発に偏らない長期的水質改善対策を

立案することも求められています」との記述は唐突で、水質改善対策委員会の議論が反映さ

れていないため、削除するが適当ではないか。 

市水道事業の考え（２） 
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直近の水質改善対策委員会において、中期的水質改善対策は当初の想定よりも高い浄水

処理効果が期待でき、かつ費用も抑えられることから、委員の方からは新たな水源を整備する

ことと三井水源地を使い続けることの両方について、より詳しく検討するよう指摘があったこと

を反映した記述としています。 

 

ご意見（３） 

【該当箇所】 ４．投資・財政計画 4-5 投資・財政計画（P25,26） 

見通しの算出根拠となったデータを資料として添付すべきではないか。特に料金値上げの

前提として、一般会計からの繰入金（負担金・補助金・出資金）が適当であるか判断できる資

料を公開すべきではないか。 

市水道事業の考え（３） 

投資・財政計画に係るデータを追加します。 

なお計画期間中の一般会計からの繰入金については、水質改善対策事業に係るものとして

令和８年度についてのみ令和８年度当初予算と同額が反映されています。公営企業は独立採

算制を経営の基本原則とすることから、令和９年度以降、地方公営企業法における経費の負

担の原則に基づくものを除き、一般会計からの繰入金を想定していません。 

 

ご意見（４） 

【該当箇所】 ４．投資・財政計画 4-6 今後の取組みについて（P27） 

「水道事業の民間活用については、浄水場等の運転管理や施設修繕を一括して委託する

包括的民間委託の導入を検討する」とあるが、従来方針からの大転換である。市として十分な

議論を行ったのか。 

市水道事業の考え（４） 

総務省が示す経営戦略ガイドラインにおいては、水道事業に係る留意事項として「民間的

経営手法の活用については、地域や各事業者の実情を踏まえ、指定管理者制度や民間委託

等の活用のほか、公共施設等運営権方式を含む PPP/PFIの活用を積極的に検討する必要

があること。」とされています。 

将来にわたって安定的に事業を継続するため、中長期的な視点に立った経営を行う上では

様々な手法の検討が必要であり、その選択肢の一つとして記載しておりますが、仮に導入する

こととなった場合には、十分な議論と慎重な検討の上で進めてまいります。 

 

ご意見（５） 

【該当箇所】 ４．投資・財政計画 4-6 今後の取組みについて（P27） 

〈水道料金と資産維持費について〉の記述は、非常に曖昧で不適切な配置であり、削除す

べきである。 

市水道事業の考え（５） 
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現在記述している箇所については削除します。 

なお、将来的に適正な水道料金を検討していく上で重要な考え方となることから、料金改定

に関連する事項として「4.5 投資・財政計画」の水道料金に関する記述の末尾に補記すること

とします。 

 


